
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

～５７～５７～５７～５７０回０回０回０回継続中～継続中～継続中～継続中～    

一人でも多くの市民の方に市政情

報をお伝えしたいという想いから、午

前 6 時 20 分頃～8 時 30 分頃に駅前で

「市政報告」の配布を行っています。 

※フェイスブックとツイッターのアカウントを開設しています。 
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労働組合の事務所使用料問題労働組合の事務所使用料問題労働組合の事務所使用料問題労働組合の事務所使用料問題    大阪地裁が大阪地裁が大阪地裁が大阪地裁が労働組合労働組合労働組合労働組合の訴えを棄却の訴えを棄却の訴えを棄却の訴えを棄却    

市民目線市民目線市民目線市民目線で判断で判断で判断で判断し、格安なし、格安なし、格安なし、格安な使用料使用料使用料使用料（近隣物件の６分の（近隣物件の６分の（近隣物件の６分の（近隣物件の６分の 1111））））のののの適正化を適正化を適正化を適正化を    

事務所使用料の支払いを巡り、枚方市職員労働組合（市職労）が枚方市を訴えていた裁判の判決が、 

今年 3月にあり、大阪地裁は原告の訴えを棄却する判決を下しました。その後、原告も控訴しなかった 

ことから、判決が確定し、使用料が支払われることとなりました。 

枚方市は、職員の労働組合に対して、長年にわたり市役所北側にある職員会館内の事務所を無償で使

用させていましたが、平成 26 年度から使用料を徴収することに方針転換。しかし、市職労は、市の再三にわたる納付

の催告を無視して使用料を滞納したあげく、同年大阪地裁に提訴していました。これまで市議会からも私を含め多く

の議員が、労働組合から事務所の使用料を徴収するよう再三指摘をしてきましたが、裁判の結果、使用料を徴収する

という判断は、妥当であったことが証明されました。 

 しかし、現在支払われている 1年間の使用料は、市の正規価格から 5割の減免がされており、職員会館 1階の市職

労が 133.09 ㎡で 48 万 2253 円、3階の枚方市職員関係労働組合が 148.68 ㎡で 53 万 8743 円と、枚方市駅周辺の物件

と比較すると格段に安い価格となっています。例えば、枚方市は庁舎として市駅前のサンプラザ 3号館の一室（約 771

㎡）を約 1700 万円で借り上げていますが、これと比較すると職員会館の使用料は 1平米当たりで約 6 分の１の価格と

なります。これこそ労働組合への便宜供与であり、この差額は市民の税金で負担されています。仮にサンプラザに入

居している市の部局を職員会館に移し、労働組合の事務所をサンプラザに移せば、市の支払う賃借料を減額すること

ができ、市民の負担を軽減することが可能になります。これらの現状を踏まえると、現在の組合事務所の使用料が適

正であるのか、市民目線で判断をしていく必要があります。今後、適正な使用料徴収に向け、市長がリーダーシップ

を発揮し、労働組合の既得権に切り込んでいってもらいたいと思います。 

 

 


